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農業委員会定臨時総会議事録 
 

日 時  令和６年３月１日(金) 午前１０時０５分開会 

場 所  南相馬市役所 ２階正庁 
 
 
１．出席委員 
 

議席 氏   名 出欠 議席 氏   名 出欠 
１ 浦 島 英 幸 出 １１  末   芳 治 欠 
２ 今 野 秀 幸 出 １２ 今 村 秀 身 出 
３ 高 倉 裕 信 出 １３ 若 杉 裕 二 欠 
４  原 田 佳 典 出 １４ 梅 村 正 敏 出 
５ 佐 藤 政 志 出 １５  野 邦 好 出 
６ 濱 名 弘 幸 出 １６ 欠 番  
７  志 賀 恒 夫 出 １７ 半 谷 眞知子 出 
８ 鈴 木 一 夫 出 １８ 今 野 由 喜 出 
９ 長 井 里 志 出 １９ 欠 番  

１０ 森   秋 夫 出  
 
２．出席職員 
 
  事務局 

①局 長 増山 善樹  ②次 長 佐藤 俊文  ③主 査 林  雄司  
 
 
３．日 程 

 

日程第１ 議事録署名委員の指名について 

日程第２ 議案第 27 号 南相馬市農業委員会会長の互選について 

追加議案 議案第 29 号 南相馬市農業委員会会長職務代理者の互選について 

日程第３ 議案第 28 号 南相馬市農業委員会委員の議席の決定について 
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４．会議の概要 

 

（開会 午前１０時０５分） 

 
議 長    ただいまより、南相馬市農業委員会臨時総会を開会いたします。それでは先ず、

欠席委員について報告いたします。欠席通告者は１１番委員、１３番委員であり

ます。出席委員は、南相馬市農業委員会会議規則第５条により定足数に達してお

ります。 
 

議 長    日程第１、「議事録署名委員の指名について」は、会議規則第２４条第２項の規

定により、議席番号４番委員、５番委員、１７番委員を指名いたします。 
 
議 長    次に、日程第２、議案第２７号「南相馬市農業委員会会長の互選について」を

議題といたします。事務局からの説明を求めます。 
 
事務局    議案第２７号についてご説明いたします。議案書１ページをお開き願います。

南相馬市農業委員会規程第２条第１項では、会長及び会長職務代理者の互選は、

それぞれ単記無記名投票により行い、有効得票の最多数を得た者を当選人とする

と規定しております。また第２項では、会長の互選は出席委員中に異議がないと

きは、前項の互選につき、指名推選の方法を用いることができるとされておりま

す。したがいまして、規則に基づきますと、先ず投票により行うことを基本とし

ながらも、出席委員の皆様に異議がないときは、指名推薦の方法を用いることが

できます。どちらの方法により互選を行うかについて、ご審議の上、互選をいた

だきたいと思います。以上です。 
 
議 長    ただいま事務局より説明がありましたとおり、会長の互選につきましては、南

相馬市農業委員会規程により、投票による選挙の方法で行うことを基本としてお

りますが、出席委員に異議がないときは、指名推薦の方法を用いることができる

となっておりますので、どのような方法で行うか、互選の方法についてお諮りい

たします。 
 
１７番委員  推薦の方がよろしいかと思います。以上です。 
 
議 長    ただいま１７番委員から提案がございました件につきまして、ご異議ある方は

いらっしゃいますでしょうか。 
 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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議 長    それでは、南相馬市農業委員会規程第２条第１項は適用せずに、同規程第２条

第２項の規定に基づき、会長の互選は指名推薦により行います。 
それでは、皆様から指名推薦をお願いいたします。 

 
１７番委員  会長職務代理者の１８番委員がふさわしいのではないかと私は思います。皆さ

んいかがでしょうか。以上です。 
 
議 長    ただいま私の推薦がございましたが、皆様いかがでしょうか。 
 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 
議 長    それでは、南相馬市農業委員会規程により、私が会長に当選をさせていただき

ました。 
 

議 長    それでは、新会長のあいさつを若干させていただきます。前会長及び農地専門

委員長のお２人が亡くなりました。残りの任期１年少しでございますけれども、

皆様のご協力を得て、精一杯努力を続けて、運営にあたっていきたいと思います。

どうぞ皆さんよろしくお願いをいたします。 

 

事務局    ただいま、会長職務代理者でありました１８番委員が会長に選任されたことに

伴いまして、新たに会長職務代理者を決める必要がございます。当日の追加配布

議案としまして、「南相馬市農業委員会会長職務代理者の互選について」を上げ

させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 

議 長    それでは、追加議案について議事を進めてまいります。議案第２９号「南相馬

市農業委員会会長職務代理者の互選について」を議題といたします。事務局から

の説明を求めます。 

 

事務局    会長職務代理者の互選につきましても、南相馬市農業委員会規程により、投票

による選挙の方法もしくは指名推薦の方法を用いることができるとなっており

ます。どちらの方法により互選を行うかについて、ご審議の上、互選をいただき

たいと思います。以上です。 
 
議 長    会長職務代理者の互選につきましても、南相馬市農業委員会規程により、投票

による選挙の方法を基本としておりましたが、出席委員に異議がないときは、指

名推薦の方法を用いることができるとなっております。どの方法で行うのか、互
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選の方法について皆様にお諮りをいたします。 
 
１４番委員  会長の互選が指名推薦でありましたので、会長職務代理者につきましても同様

の方法がよろしいのではないかと思います。 
 
議 長    ただいま１４番委員から、会長の互選と同じ方法でという提案がございました。

皆様いかがでしょうか。 
 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 
議 長    それでは、南相馬市農業委員会規程第２条第１項は適用せずに、同規程第２条

第２項の規定に基づき、会長職務代理者の互選は指名推薦により行います。 
それでは、皆様から指名推薦をお願いいたします。 

 
１２番委員  １４番委員にお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 
 
１４番委員  ただいま１２番委員よりご推薦をいただきましたが、諸事情により辞退を申し

上げたいと思います。大変申し訳ございませんが、よろしくお願いします。 
 
議 長    その他ございませんか。 
 
１７番委員  １５番委員を推薦したいと思いますが、皆さんどうでしょうか。 
 
議 長    ただいま１５番委員の推薦がございました。皆様いかがでしょうか。 
 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 
議 長    それでは、南相馬市農業委員会規程により、１５番委員が会長職務代理者に当

選されました。１５番委員が議場におりますので、本席から告知をいたします。 
それでは、会長職務代理者の就任のごあいさつをお願いいたします。 

 
１５番委員  会長職務代理者ということで、皆さんの輪を図りながら、推し進めていきたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。 
 
議 長    次に、日程第３、報告第２８号「南相馬市農業委員会委員の議席の決定につい

て」を議題といたします。議席の決定については、議席番号１６番及び１９番を

欠番とし、それ以外は継続をしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 
議 長    異議なしと認めます。 
 
議 長    以上をもちまして、南相馬市農業委員会臨時総会を閉会いたします。皆様のご

協力、誠にありがとうございました。 
  

（閉会 午前１０時２６分） 

 

 

 

南相馬市農業委員会会議規則第２４条第１項及び第２項の規定により署名する。 

 

令和６年３月１５日 

 

議事録署名人（４番・ハラダ ヨシノリ） 

 

                                        

議事録署名人（５番・サトウ マサシ） 

 

                                        

議事録署名人（１７番・ハンガイ マチコ） 

      

                                          


